
霧島市条例第３１号 

令和２年１１月２７日 

 

 

霧島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

霧島市長 中重 真一 

 

 

 

 

 

霧島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （霧島市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 霧島市職員の給与に関する条例（平成17年霧島市条例第64号）の一部を次のよう

に改正する。 

第17条第２項及び第３項中「100分の130」を「100分の125」に改める。 

第２条 霧島市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第17条第２項及び第３項中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。 

（霧島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 霧島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成30年霧島市条例第33号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「100 分の 130」を「100 分の 125」に、「100 分の 170」を「100 分の

165」に改める。 

第４条 霧島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「100分の125」を｢100分の127.5｣に、「100分の165」を「100分の167.5」

に改める。 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和３年４月 

１日から施行する。 


